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上下水道事業所　下水道係　０２２－３５７－７４５７

E-ｍａｉｌ：gesui@shichigahama.com

　水洗化と公共用水域の水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、設置費の一部を補助

する。

　町の公共下水道の事業計画認可区域内において、建築基準法施行令第32条第1項第1号の表に規定す

る方法により算定した処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置する者で次に掲げる者でない者。

（1）　建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けずに、又は浄化槽法第5条第1項の規定による

　　　　設置の届出をせずに合併処理浄化槽を設置する者

（2）　住宅販売など営利目的で合併処理浄化槽を設置する者

（3）　住宅を借りている者で、住宅に所有者の承諾が得られないもの

（4）　新築（既存専用住宅の建替えを除く。）の建物に合併処理浄化槽を設置する者

毎年度の予算の範囲内で、合併処理浄化槽本体、設置工事及び放流先までの工事に要する費用に相当す

る額で、管理者が認める額。

合併処理浄化槽設置工事に着手する前

下記担当窓口により直接申請

　　バリアフリー化 　　省エネ化 　　環境対策
       移住定住・

       子育て等支援
　　空家等対策

個人(持ち家) 個人(賃貸) 事業者

新築(建設) 改修・増築 購入

七ヶ浜町１

合併処理浄化槽設置事業補助

七ヶ浜町


